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① 証券化支援勘定における買取債権残高の伸長
 フラット３５の新規買取（平成29年度：2.5兆円、平成30年度：2.3兆円 0.2兆円減）に伴う残高積上げ等により、買取債

権残高は前年度比1.1兆円増加（+7.5％）し15.9兆円となった（平成29年度：14.8兆円）。

 買取債権残高の増加や適切な債権管理を行ったこと等により、当期総利益は821億円（前年度比：＋52億円）と
なった（法人全体の当期総利益の約４割）。

※ 当期総利益は、証券化支援業務の損益構造が収益の発現に対して費用（損失）の発現が遅れる傾向にあることから、将来の
信用リスク等に備えて全額を積立金（独立行政法人通則法第44条第１項）としている。

② 既往債権管理勘定の当期総利益は前年度とほぼ横ばい
 貸付金の回収が進んだことにより、貸付金残高は前年度比1.0兆円減少（▲14.6％）し、6.1兆円となった

（平成29年度末: 7.1兆円）。

 財政融資資金借入金の償還に伴う資金の再調達により資金調達費用が減少したことや適切な債権管理を行った
こと等により、当期総利益は1,074億円（前年度比：+28億円）となった（法人全体の当期総利益の約５割）。

※ 当期総利益は、既往債権管理業務を安定的に終了させる観点から、将来の信用リスク等に備えて全額を積立金（住宅金融支

援機構法附則第７条第７項）としている。

③ 全勘定で当期総利益を計上
 法人全体の当期総利益は2,044億円（前年度比：+81億円）となった。

※ 既往債権管理勘定を除く４勘定合計の当期総利益は970億円（前年度比：＋53億円）

１ 平成30事業年度決算の概要 ～ ポイント ～
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※  各々の単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳は一致しない場合がある。皆無の場合は「－」と表示している。
※ 利益剰余金は、将来の損失の発生等に備えるために積み立てるもの。

２ 平成30事業年度決算の概要 ～ 勘定別 当期総利益等 一覧 ～
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（単位：億円）
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求償等セグメント 11 14 170 14 15 184 3 1 14

824 917 7,262 942 970 8,196 118 53 934

1,045 1,045 2,478 1,074 1,074 3,551 29 28 1,074

1,869 1,962 9,739 2,016 2,044 11,747 147 81 2,008

＜小計＞
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財形住宅資金貸付勘定

住宅資金貸付等勘定

住宅資金貸付等業務経理（貸付セグメント）

保証協会承継業務経理（協会セグメント）

証券化支援勘定

債権譲受業務経理（買取セグメント）

債務保証等業務経理（保証セグメント）

住宅融資保険勘定

 平成29事業年度決算

（A）

 平成30事業年度決算

（B）
（Ｂ）－（Ａ）
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３ 平成30事業年度決算の概要 ～ 法人全体の買取債権・貸付金残高の状況 ～

機構設立以来
初めて残高増

 法人全体の買取債権及び貸付金の合計残高は、機構設立以来初めてプラスに転じた（前年度比：+1,749億円）。

 買取債権残高は、フラット３５の新規買取（平成30年度:2.3兆円、前年度比：▲0.2兆円）や任意繰上償還額の減少に伴い前
年度比１兆1,082億円増加して15兆9,061億円となった。法人全体の買取債権・貸付金残高に占める割合は
67.8％となり、既往債権管理勘定を除いた勘定の残高は74.1％となった。

 既往債権管理勘定の貸付金残高は、貸付金の回収が進んだこと（平成30年度:1.0兆円、前年度比：▲0.2兆円）により前年度
比１兆343億円減少して６兆741億円となった。法人全体の買取債権・貸付金残高に占める割合は、25.9％と
なった。
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※ 億円未満を四捨五入。 棒グラフ上部の金額は合計額。

既往債権管理勘定を除いた
残高が全体の70％超
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 法人全体の債券及び借入金の合計残高は、前年度比442億円減少し22兆8,657億円となった。

 これは、市場からの調達であるＭＢＳやＳＢ等の残高が１兆3,575億円増加した一方で、国からの借入れである
財政融資資金借入金の償還により借入金残高が１兆4,017億円減少したことによるもの。

債券・借入金の残高推移

MBS残高（合計） 平成29年度末 12兆7,420億円 → 平成30年度末 13兆5,990億円 前年度比 8,569億円増

内 買取型MBS残高 平成29年度末: 11兆5,601億円 → 平成30年度末 12兆4,048億円 前年度比 8,446億円増

内 S種等MBS残高 平成29年度末 : 1兆1,819億円 → 平成30年度末 1兆 84億円 前年度比 1,735億円減

内 Ｔ種MBS残高 平成29年度末: （発行実績なし） → 平成30年度末 : 1,858億円 前年度比 1,858億円増

SB残高 平成29年度末 : 3兆2,142億円 → 平成30年度末 3兆6,243億円 前年度比 4,101億円増

４ 平成30事業年度決算の概要 ～ 法人全体の債券・借入金残高の状況 ～

債券と借入金の残高割合の推移

※ 億円未満を四捨五入。 棒グラフ上部の金額は合計額。
※ その他債券等には民間借入金（シンジケートローン等）を含む（同右グラフ）。

市場からの調達残高が
全体の80％超
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Ⅱ 平成30年度業務実績の概要
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１ 証券化支援事業（フラット３５）

定量目標
目標水準

①中期目標（又は中期計画）
②平成30年度年度計画

平成30年度実績
（左記②に対する

達成率）

フラット３５における申請件数（新築住宅
に限る。）のうち長期優良住宅の技術基
準を満たす住宅の割合

①中期目標期間の最終年度までに25％以上

②22％以上

27.6%
（125.5％）

フラット３５の申請件数に占める既存住
宅の割合

①中期目標期間の最終年度までに22％以上
（可能な限り24％）

②19％以上

23.5%
（123.7％）

フラット３５子育て支援型・地域活性化
型の前提となる地方公共団体等との協
定締結件数（※年度計画のみ）

①なし

②累計500件以上

累計608件
（121.6％）

フラット３５子育て支援型申請戸数

①中期目標期間中に7,500戸以上

②2,000戸以上

855戸
（42.8％）

フラット３５（買取型）の取扱金融機関数
に対するフラット３５（保証型）の取扱金
融機関の割合

①中期目標期間の最終年度までに５機関以
上増加し、フラット３５（買取型）の取扱金融
機関数に対する割合を2.0％以上

②１機関以上

１機関
（100.0％）

標準処理期間（３日）内の処理率

①各年度８割以上

②８割以上

94.4％
（118.0％）

指標
基準値

（平成28年度）
平成29年度 平成30年度実績

フラット３５（買取型）の申
請件数

139,541件 111,936件 101,394件

借換除く 96,186件 97,175件 94,853件

フラット３５（リフォーム一
体型）の申請件数

378件 497件 626件

フラット３５リノベの申請
件数

51件 85件 119件

フラット３５（保証型）の申
請件数

5,428件 9,048件 13,271件

借換除く 5,428件 9,048件 11,823件

ＭＢＳの毎月の発行額

1,490億円
～

2,529億円

1,197億円
～

2,408億円

1,129億円
～

2,342億円

ＭＢＳ発行時のベンチ
マーク（10 年国債の流
通利回り）とのスプレッド

0.38%～0.46% 0.36%～0.39% 0.35%～0.36% 

● 定量目標のうち「フラット３５子育て支援型申請戸数」は目標を下回ったものの、前年度実績（376戸）から２倍以上となる855戸の申請実績となった。
また、同制度活用の前提となる「地方公共団体等との協定締結件数（累計）」は600件を超え、達成率が121.6％と目標を上回ったほか、「長期優良住宅の割

合」や「既存住宅の割合」の達成率も120％を超える等、他の５つの定量目標は着実に達成している。

● 政策実施機関としての取組成果が数値で示せる各指標については、フラット３５（保証型）の申請件数等において、基準値を大幅に上回る実績を上げている。

● 地方公共団体に対し、フラット３５子育て支援型等に係る協定を締結して良かった点等をヒアリングしたところ、①助成制度の周知に機構が協力、②助成制度に
関する問い合わせ増、③助成制度の利用増、という回答が寄せられた。また、地方公共団体における各事業の予算執行率に関し、平成29年度との比較で「良い」と
回答した事業の割合は39.4％になるなど機構の取組が地方公共団体の施策推進の一助になっている。
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１-１地方公共団体等との連携に関する取組①

フラット３５子育て支援型・地域活性化型の実績

■ 地方公共団体の施策を支援するため、地方公共団体の補助事業と併せてフラット３５子育て支援型・地域活性化
型の制度を周知
→ 制度周知にあたっては、機構が持つ住宅事業者等とのネットワークやノウハウを活用
→ 平成30年度の子育て支援型の申請戸数は855戸となり目標は下回ったものの、前年度実績（376戸）から２倍以上となった。

■ フラット３５子育て支援型等は、地方公共団体における施策推進の一助となっている

定量目標 実績 達成率

地方公共団体との協定締結数（累計） 500件 608件 121.6%

フラット３５子育て支援型の申請実績 2,000戸 855戸 42.8%

(参考）フラット３５子育て支援型等の申請戸数の推移

フラット３５子育て支援型等の制度周知

●広告等による周知活動

・子育て支援型等の制度を分かりやすく解説した動画を作成し、フラット３５サイト
に掲載

・全国一斉相談会に協定締結先の地方公共団体（年２回開催、計43団体）が参加し
補助事業を説明

●ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）等との連携

・ＦＰ向けセミナーを開催し、ＦＰに制度周知
・ＦＰと連携し、子育て支援をテーマとした記事型広告（All About等)を掲載

●フラット３５サイト内に「地域別支援情報サイト」を開設

・子育て支援型等の情報を地方公共団体ごとにわかりやすく掲載
・地方公共団体と共催するセミナー・イベントや地域の関連情報も掲載

（参考：子育て支援型等に関する動画） （参考：地域別支援情報の掲載）

地方公共団体と連携して制度周知等に取り組んでいるが、助成事業の利用要件
とフラット３５子育て支援型の利用要件が乖離しているケース（子育て世帯の
みを目的とした助成事業が少ない等）がある。

● 子育て支援型の定量目標を達成しなかった要因

証券化支援事業

課題２への対応
「地域連携の取組について」
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１-１地方公共団体等との連携に関する取組②

協定締結先地方公共団体と連携した主な取組事例

【助成事業と併せたフラット３５子育て支援型等の周知】
（参考：地方公共団体と共催した

住宅事業者等向け説明会）

（参考：地方公共団体の助成事業と機構の融資
制度を紹介するハンドブック（山形県））

●機構が持つ住宅事業者等とのネットワークを活用した周知活動

・住宅事業者向け説明会を地方公共団体と共催（山形県寒河江市等）
・地方公共団体とのタイアップチラシや支店等管内の子育て支援型等に係る

助成事業と機構の融資制度をまとめたハンドブックを作成し、住宅事業
者に配布（山形県、和歌山県和歌山市、大阪府田尻町等）

●お客さま向け周知に係る機構のノウハウを活用した周知活動

・市内の企業に勤務されている方に対する職域営業を地元の金融機
関等と実施（神奈川県厚木市、神奈川県川崎市）

●事例１：栃木県栃木市の移住・定住施策への取組
栃木市、足利銀行、日本政策金融公庫及び機構の協働で「栃木市への

移住・定住のための資金相談のサポートのしおり」を作成し、お客さま

や住宅事業者に配布

●事例２：愛知県犬山市の空き家対策への取組

犬山市、中京銀行及び機構により（３者で協定締結）、宅建協会会員
も参加した「空き家利活用や未然防止に関する実務者勉強会」を開催

●事例３：愛媛県四国中央市の空き家対策への取組

四国中央市、愛媛銀行及び機構により（３者で協定締結）、地元事業
者向けの「空き家対策セミナー」を開催（30名参加）

（参考：「栃木市への移住・定住のための資金相談サポートのしおり」（抜粋））

＜栃木市の補助事業の紹介＞ ＜金融機関の融資制度の紹介＞

［地方公共団体における効果］
機構のネットワークを利用し、住宅事業者等に有効に補助事業を周知することが可能となった。

証券化支援事業
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課題２への対応
「地域連携の取組について」

地域金融機関と連携した取組



55%

19%

9%

17%

50～74.9％（102事業）

平均予算戸数 33.8戸

【参考】フラット３５子育て支援型・地域活性化型の対象となる助成事業の予算執行状況等

※平成30年12月時点でフラット３５子育て支援型・地域活性化型に係る協定締結済の350団体532事業を対象に、平成31年１～３月に各支店等が地方公共団体にヒアリングした結果を集計

■平成29年度との執行状況の比較（回答：431事業）

※未回答・平成30年度の新規の補助事業を除く

※複数回答を含む

■機構と協定を締結して良かった点（回答：532事業）

＊平均予算戸数は、戸数ベースで回答した事業で集計

■予算執行率別事業割合（回答：529事業）

機構と締結して良かった点

助成事業利用増加 16.4%

問い合わせ増加 27.6%

機構が周知に協力 65.0%

平成29年度との比較

良い 39.4%

同等 39.4%

悪い 21.1%

＜ヒアリング結果＞

● 予算執行率が75％以上となった事業は、全体の55％（294事業）

● 昨年度と比べて予算執行状況が「良い」となった事業は、全体の約４割（39.4％）

● 機構と協定を結んで良かった点として、全体の65％が「機構が周知に協力」と回答

＜参考：地方公共団体の担当者からの声＞

・機構がタイアップチラシを住宅事業者へＤＭ送付していただいたおかげで、住宅事業者からお客さまへ助成事業を周知してもらう
ケースが増えた【九州地方】

・新聞、ラジオでの制度周知により市民への認知度が高まり、今年度の助成事業の予算は完全消化できた【東海地方】
・タイアップチラシを窓口に配架することで助成事業の案内がしやすくなった【近畿地方】
・機構が地元の情報誌（発行部数33万部）へ助成事業に係る広告を掲載してくれたため、お客さまからの照会が増えた【九州地方】

０～24.9％（84事業）

平均予算戸数 9.6戸

25～49.9％（49事業）

平均予算戸数 20.3戸

75％以上（294事業）

平均予算戸数 60.1戸

証券化支援事業１-１地方公共団体等との連携に関する取組③
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１-２保証型推進及び既存住宅への取組

0 0 43 

6,423 

10,738 

417 881 534 482 630 0 0 

5,428 

9,048 

13,271 

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

保証型の推進に向けた取組

（参考：保証型の申請件数の推移）

●未参入金融機関に対する取組

未参入金融機関（24機関）に保証型のメリットを訴求

→（株）クレディセゾンが参入（取扱開始は令和元年６月）

→ これにより平成30年度末における保証型参入機関数は５機関

●既存参入金融機関に対する取組

（株）広島銀行、アルヒ（株）及び財形住宅金融（株）における借換商品等

の取扱開始を支援

例：ＬＤＫの開口部の断熱改修＋１種類以上の高効率化等設備の交換

証券化支援事業

課題１への対応
「証券化市場の育成」

● フラット３５リノベの制度変更（平成30年４月～）

性能向上リフォームを利用しやすくするため仕様基準を追加

● フラット３５既存住宅の適合証明書の省略（平成30年10月～）
新築後10年以内の長期優良住宅又はフラット３５利用住宅は、

適合証明書の提出が省略可となるよう制度改正

● 住宅事業者等に対する取組

・地方公共団体と連携した住宅事業者向けのセミナーや説明会を開催。各地域に
おける地方公共団体の助成制度等とともにフラット３５に関する制度を周知

・全国で実施された業界団体等による講習会（不動産流通セミナー（全国住宅産
業協会）等）への講師派遣

＜フラット３５（リフォーム一体型）＞

238

378

497

626

0 200 400 600 800

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

（戸）

（参考：フラット３５リノベ及びリフォーム一体型の申請件数の推移）

51

85

119

0 50 100 150

平成28年度

平成29年度

平成30年度

＜フラット３５リノベ＞
（戸）

H30.4 仕様基準追加

H28.10 取扱開始

H27.4 取扱開始

● エンドユーザーに対する取組

・Ｗｅｂ広告や新聞広告を活用し、積極的に周知
・ＦＰフェアへのブース出展やＦＰセミナーの開催等、ＦＰと連携した取組を実施

12

既存住宅の流通促進に向けた主な取組
課題３への対応
「既存住宅市場の活性化等」



13

１-３安定的かつ効率的な資金調達、
投資家層の維持・拡大に向けた取組①

＜ＭＢＳ（月次債）の発行額及び参照国債金利とのスプレッド等の推移＞

証券化支援事業

ＭＢＳ発行によるベンチマークとしての役割

2,408

1,967

1,556
1,659

1,591
1,500

1,708

1,576
1,589

1,808

1,197

1,484

2,342

1,574

1,309

1,436
1,472

1,457
1,399 1,422

1,453

1,625

1,129

1,471

2,277

1,425

1,259

0.40 0.43 0.44 0.46 
0.42 0.42 0.43 0.40 

0.42 
0.46 

0.42 0.40 0.40 
0.42 

0.39 0.39 
0.44 

0.47 
0.50 

0.46 

0.38 0.36 

0.32 0.31 0.33 0.31 

0.21 

0.39
0.35

0.01

-0.14
-0.20

-0.10

0.00
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0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

H29 H30 H31 R1

発行額（左軸） MBSクーポン(右軸)

参照国債スプレッド（右軸） 参照国債金利（10年国債、右軸） （％）（億円）

（年度）
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■ 市場環境や主要な経済イベント等を考慮した起債スケジュールの設定等を通じて、丁寧かつ柔軟な起債運営を実施
した。その結果、ＭＢＳについては多くの投資家を獲得し、平成30年度累計で２兆89億円 ※（前年度比＋46億円）
を発行した。なお、スプレッドは年度を通じて30bp台半ばで安定的に推移している。

※Ｔ種ＭＢＳ（旧住宅金融公庫時代の直接融資事業に係るリファイナンスを目的とするＭＢＳ）を含む。

■ 引き続き大規模な金額のＭＢＳを安定的なスプレッド水準で発行すること等により、証券化市場における投資判断
のベンチマークとしての役割を果たしている。

■ 財投機関債市場における機構ＭＢＳの発行シェアは49.4％と、全体のほぼ半数を占めている。
（機構ＳＢを含めた発行シェアは63.2％）

課題１への対応
「証券化市場の育成」

平成30年度の累計発行は２兆89億円に達した
（T種MBSの2,000億円を含めた金額）

＜財投機関債市場におけるシェア＞

（備考）情報ベンダー等の公表データ
を基に住宅金融支援機構が作成

６３．２％

財投機関債 発行額計4兆674億円

2兆89億円

5,600億円



● 訪問対象の重点化、質向上による戦略的なＩＲの実施

生保、都銀、地銀、信金、信組、信連、地方公共団体、学校法人、共済、海外投資家等のセクターに対し、ターゲット先を絞った効果的な

ＩＲを実施（個別訪問件数：国内416件、海外12件）。

投資家層の維持・拡大に向けた取組

● 充実した情報提供

・投資家の平成31年度投資計画の策定に資するよう、平成30年度中に平成31年度の機構債券発行計画を情報提供

・ＳＢ発行について、翌四半期に予定している発行年限、発行月を機構ＨＰ等で事前公表

● グリーンボンド発行による投資家層の拡大

・フラット３５Ｓの「省エネルギー性に優れた新築住宅」を対象とした住宅ローンを資金使途
として、グリーンボンドをＳＢで発行（住宅ローンを資金使途とするグリーンボンドの発行は国内初）

・生保や都銀等が新たに参加したことで、従来のＳＢと比較して、中央投資家のシェアが拡大

・日本全国の住宅の省エネルギー化を推進している点が評価され、環境省主催のジャパン・グリーン
ボンド・アワードにて「環境大臣賞」（ジャパン・グリーンイノベーション部門※）を受賞

※新しいアイディアによって、国内のグリーンボンド
市場の発展に貢献した企業に対して表彰するもの

（参考：環境大臣賞を受賞）

証券化支援事業

１-３安定的かつ効率的な資金調達、
投資家層の維持・拡大に向けた取組②

14

国内初の住宅ローンを資金使途とするグリーンボンドの発行

安定的かつ効率的な資金調達を着実に実施

● ＳＢ

ＭＢＳに加えてＳＢについても、投資家の需要状況に応じて発行額を増額するなど柔軟な起債運営を実施。

発行額は過去最大の5,600億円（前年度比＋550億円）

課題１への対応
「証券化市場の育成」



定量目標
目標水準

①中期目標（又は中期計画）
②平成30年度年度計画

平成30年度実績
（左記②に対する

達成率）

住宅融資保険を活用したリ
バースモーゲージ型住宅
ローンの取扱金融機関数

【難易度：高】

①中期目標期間の最終年度までに
70機関以上

②新規に取り扱う民間金融機関数
12機関以上

14機関
（116.7％）

回収実績率

①年度ごとの回収実績率の平均値
48％以上

②48％以上

56.9%
（118.5％）

指標
基準値

（平成28年度）
平成29年度実績 平成30年度実績

フラット３５に係るつなぎ融資の
付保申請件数

15,658件 16,374件 16,757件

フラット３５に係るパッケージ融資
の付保申請件数

35,918件 40,909件 44,749件

リバースモーゲージ型住宅ロー
ンへの付保申請件数

39件 174件 511件

買取再販事業者向け融資への
付保申請件数

23件 260件 340件

２ 住宅融資保険等事業

● 定量目標のうち、「住宅融資保険を活用したリバースモーゲージ型住宅ローンの取扱金融機関数」は、難易度が高い目標でありながら、目標を上回る成果を上
げた。また、平成30年度末におけるリバースモーゲージ型住宅ローンの累計取扱金融機関数は52機関※であり、全都道府県で【リ・バース６０】の取扱いが可能
となっている。その他の定量目標・指標についても目標等を大きく上回る実績を上げている。
※都市銀行・信託銀行５機関、モーゲージバンク４機関、地方銀行21機関、第二地方銀行10機関、信金・信組12機関（平成31年３月末時点）

● リバースモーゲージ型住宅ローンに係る取組においては、単に民間金融機関の参入を働きかけるだけでなく、認知度が低いという金融機関の要望に応え、
【リ・バース６０】という愛称を決定するとともに、全国的な認知度を高めるため、新たにＢＳ放送でのＣＭを放映するなど、機構自ら商品の認知度向上に向け
た取組を行っている。その結果、付保申請件数が前年度に比べ大幅に増加（約2.9倍）するなど、リバースモーゲージ型住宅ローンの普及に大いに貢献している。
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２-１リバースモーゲージ型住宅ローンへの取組

地方公共団体や金融機関と連携し、地域の政策を支援（事例）

【事例１：大和川高規格堤防整備事業】

【事例２：コンパクトシティ形成に向けた働きかけ】

● 宇都宮市がコンパクトシティ形成のため、居住誘導区域を策定

・宇都宮市の「立地適正化計画」は、子どもから高齢者まで安心
して便利に暮らせるまちづくりを目的としており、平成31年３
月に居住誘導区域を策定

・同市の目指す「まちづくり」実現に向けて、機構は、フラット３５
地域活性化型（コンパクトシティ形成）の協定を締結

・併せて、高齢者の住替え等を支援するリ・バース６０による連携を
足利銀行に提案

宇都宮市

フラット３５地域活性化型
（コンパクトシティ形成）

（参考：宇都宮市とコンパクトシティ形成に向けた協定を締結）

ようこそ宇都宮へ！
マイホーム取得支援事業補助金

居住誘導区域内での住み替え及びリフォームをする際の支援策について
金融機関と連携

● 宇都宮市のコンパクトシティ形成に対して連携強化

市の施策推進に貢献したいとの考えから、居住誘導区域内で【リ・バース６０】
を利用する場合の事務手数料を無料にする提案を足利銀行からいただく

住宅融資保険等事業

16

● 大和川高規格堤防の整備に伴い、移転対象住民(地権者)の住宅の
取り壊しや再建が必要

・既成市街地において、国土交通省が堤防盛土を施行するため、
既存住宅の取り壊しや住宅の再建が必要

・高規格堤防と一体的に行う、大和川左岸（三宝）土地区画整理
事業は、ＵＲ都市機構（以下ＵＲ）が施行者として実施

・事業地区内にお住まいの方の約７割が60歳以上の高齢者で、新た
な住宅ローンを組むことが困難な状態

・機構が作成したリ・バース６０等の紹介チラシをＵＲ及び堺市を
通じて地権者に配付

・地権者宅へ訪問するＵＲ及び堺市職員22名に対して勉強会を実施

● 移転者の住宅再建を堺市及びURと連携して支援

● 堺市及びＵＲ担当者からの声

（堺市）

（ＵＲ）

・堺市が地権者からの相談を受けて、金融のプロである住宅金融支援機構の
担当者を紹介。機構担当者に相談をし、話を聞いていただけて、地権者様
からは大変参考となり、助かったと感謝いただいた。

（参考：機構作成チラシ）

・土地区画整理事業の施行者という立場では、特定の金融機関や融資商品の
話はできないが、貴機構は、金融機関と連携を図っておられる公的な立場
でご支援をいただけるので、ＵＲ単独では対応できないような、地権者か
らの幅広い要望に対応することができるようになった。

・地権者へのご対応については、リ・バース６０の取扱金融機関を紹介する
ためにご尽力いただき、説明用のチラシを作成していただけたことや、
地権者からの住宅ローンに関する要望があれば、相談対応していただけた
ことで、事業の推進に大きく貢献していただいている。

・今後も、事業の進捗に合わせて、貴機構と連携していきたいと考えて
いる。

課題２への対応
「地域連携の取組について」



定量目標
目標水準

①中期目標（又は中期計画）
②平成30年度年度計画

平成30年度実績
（左記②に対する

達成率）

サービス付き高齢者向
け賃貸住宅融資の融資
承認件数

①中期目標期間中に80件程度

②20件程度

29件
（145.0％）

指標
基準値

（平成28年度）
平成29年度実績 平成30年度実績

国が災害対策本部を設置する規模
の災害が起きた際の相談等の件数

22,801件 14,600件 21,314件

東日本大震災 5,273件 3,511件 2,332件

平成28年熊本地震 17,528件 10,987件 9,713件

平成29年７月九州北部豪雨 - 102件 242件

大阪府北部地震 - - 5,515件

平成30年７月豪雨 - - 2,986件

北海道胆振東部地震 - - 526件

団体信用生命保険業務の
初年度加入率

65.2％

66.9％
制度改善前団信：

61.8％
制度改善後団信：

87.9％

84.3％
制度改善前団信：

63.4％
制度改善後団信：

88.3％

３ 住宅資金融通等事業

● 金融機関との協調融資を実施するなどの取組により、定量目標の「サービス付き高齢者向け賃貸住宅融資の融資承認件数」は、目標を達成した。

● 東日本大震災、熊本地震等からの復興への支援を引き続き丁寧に取り組んだ。

● 平成30年６月に発生した大阪府北部地震等への対応として、大阪府からの要請を受けて、大阪版被災住宅無利子融資制度に対応した「災害復興住宅融資（補修・
大阪府利子補給型）」を創設。また、お客さま対応のために７月に近畿支店内に「災害融資受付センタ－」を設置し、りそな銀行の大阪府内の支店等とともに相
談・受付体制を構築した結果、「災害復興住宅融資（補修・大阪府利子補給型）」は平成30年度に987件の申込みがあった。
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■ 地方公共団体、金融機関等と連携し、復興に向けた取組を実施

■ 被災された方向けの相談会（全国各地で地方公共団体等と連携した現地相談会を実施計480回）や制度周知用チラシ

による周知活動を行うなど、早期復興に向けて組織を挙げて取り組んだ。

３-１災害復興に向けた主な取組

平成30年度の災害への主な対応

大阪府北部地震
（平成30年６月18日発災）

北海道胆振（いぶり）東部地震
（平成30年９月６日発災）

• 北海道及び札幌市と連携し、住宅復旧に関連する
団体の合同相談会を実施

• 札幌市と連携し、清田区で現地相談会を実施

（地方公共団体と連携した現地相談会） 21回
（相談件数） 526件

東日本大震災
（平成23年3月11日発災）

• 石巻市等と連携して、被災者生活再建支援金
（加算支援金）の未申請者に対して、災害復興
住宅融資に係る相談窓口等を案内

• 地方公共団体の復興事業による宅地供給が本格
化している岩手県沿岸地域を中心に現地相談会
を実施

（地方公共団体と連携した現地相談会） 82回
（相談件数） 2,332件

平成28年熊本地震
（平成28年４月14,16日発災）

• 熊本市及び益城町と連携して現地相談会（週次の定期
相談会、休日の不定期相談会）を実施

• 熊本県と連携し、新聞、テレビ、ラジオ、周知用チラ
シで災害復興住宅融資及び熊本県利子助成の制度を周
知

（地方公共団体と連携した現地相談会） 288回
（相談件数） 9,713件

平成30年７月豪雨
（平成30年6月28日～７月８日発災）

• 倉敷市及び大洲市と連携して現地相談会を実施
• 災害復興住宅融資（高齢者向け返済特例）におい

て倉敷市と連携した金利引下げ措置を実施【平成
31年４月より受付開始】

（地方公共団体と連携した現地相談会） 28回
（相談件数） 2,986件

九州北部豪雨
（平成29年７月６,７日発災）

• 朝倉市、東峰村及び福岡県と連携し、みなし仮設
住宅入居者を主な対象者とする個別相談会を開催

（地方公共団体と連携した現地相談会） 20回
（相談件数） 242件

• 大阪市、茨木市、高槻市、豊中市、寝屋川市、枚方
市及び摂津市と連携して現地相談会を実施

• 機構近畿支店に災害融資受付センターを設置し、窓
口対応を実施

• 災害復興住宅融資（補修資金）における大阪府と連
携した金利引下げ措置を実施【平成30年７月17日
より受付開始】

（地方公共団体と連携した現地相談会） 41回
（相談件数） 5,515件

（参考：災害相談件数の集計方法）

■各相談件数の集計方法【現地支店において相談を受けた件数※＋コールセンターへの入電件数の合計】
※１ 東日本大震災

地方公共団体と連携した現地相談会の相談件数
※２ 平成28年熊本地震及び九州北部豪雨

地方公共団体と連携した現地相談会の相談件数及び現地支店への来店又は電話相談の件数を合計
※３ 平成30年７月豪雨、大阪府北部地震、北海道胆振（いぶり）東部地震

地方公共団体と連携した現地相談会と現地支店への来店相談の件数を合計したもの。

住宅資金融通等事業

18



３-２自然災害への対応（平成30年７月豪雨への対応）

倉敷市と連携した被災者支援

■ 岡山県倉敷市と連携し、「災害復興住宅融資（高齢者向け返済特例・倉敷市補助型）」（※）を創設
※ 平成30年７月豪雨により倉敷市内で被災された高齢者が住宅を再建する場合、1,000万円までの融資金利を災害復興住宅融資（高
齢者向け返済特例）の融資金利の２分の１の水準とする制度

● 倉敷市において、堤防の決壊等による大規模な住家被害が発生（平成30年７月豪雨）

・倉敷市は、高齢被災者の生活再建について、終身にわたる支援を重視

・機構に対して、災害復興住宅融資（高齢者向け返済特例）の融資金利の引下げに係る協力要請

●相談体制

・機構中国支店においては、平成30年９月から倉敷市真備町に職員を派遣し、相談会を開催。
ゆとりのある相談時間を確保する等、被災された高齢者に寄り添った相談対応を行い、
平成31年３月末までに231件の相談に対応。

・平成31年４月に災害復興住宅融資（高齢者向け返済特例・倉敷市補助型）を受付開始して以後、
相談件数は約1.5倍に増加

（参考：倉敷市と被災高齢者の住宅再建の支援
に関する協定を締結）

（参考：制度イメージ）

1.90％

0.95％

倉敷市が負担
（0.95％相当分）

（金利）

（年数）
終身

通常の災害復興住宅融資
（高齢者返済特例）の融資金利

お客さま負担
（0.95％）

※ 金利は令和元年６月時点

お客さま
融資

倉敷市
住宅金融
支援機構

利息は毎月支
払、元金は死亡
時に担保処分等
により一括返済

利息の１／２相当
額を一括交付

利用申請

災害復興住宅融資（高齢者向け返済特例・倉敷市補助型）を創設し、金利引下げを実施

平成28年熊本地震や大阪府北部地震で培ったノウハウを活かし、
融資金利を終身にわたり引き下げる制度を創設

災害復興住宅融資（高齢者向け返済
特例・倉敷市補助型）の金利引下げ措
置の実施及び倉敷市と機構が被災高齢
者等への周知を協力して行うことにつ
いての体制を強化

住宅資金融通等事業
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課題２・４への対応
「地域連携の取組について」

「業態を超えたアライアンス」



南海トラフ地震に備えた大規模災害発生時の住宅ローン対応研修の開催

● 南海トラフ地震の発生確率は、30年以内に70％～80％と想定されており、

東海地方の金融機関においても災害に対する関心が高い

● 「大規模災害発生時住宅ローン対応研修」の開催

１ 南海トラフ巨大地震の概要・被害想定
２ 個人・法人の二重ローン問題と自然災害債務整理ガイドライン等
３ 熊本地震時の肥後銀行の取組み 【肥後銀行】
４ 被災者の住まいの再建に向けた自治体と金融機関との連携について

【機構九州支店】

（研修内容）

熊本地震等の機構のノウハウを活用

肥後銀行等を講師に、「災害に関する金融面での
備え」をテーマに、東海３県の金融機関及び愛知
県弁護士会の弁護士を対象とした研修会を実施

３-３自然災害への対応（災害予防に関する事例、制度改正）

災害ネットワークを構築し、石川県の住宅耐震化向上を支援

● 背景

石川県では、県民の防災意識の向上が課題であり、住宅の耐震化率は、
県の住生活基本計画で掲げられた目標95％（平成37年まで）に対し、
76％に留まっている。

● いしかわ住宅耐震ネットワークの発足

機構が、石川県に働きかけを行い、県を中心として県内全19市町と住宅
業界団体が参加する「いしかわ耐震ネットワーク」が発足

（いしかわ住宅耐震ネットワークの取組）

・耐震リフォーム達人塾（石川県）

・自然災害ガイドライン勉強会（野々市市）
・加賀市住宅耐震セミナー（加賀市）
・住宅事業者向け説明会（輪島市）
・地元紙への記事型広告掲載

地域連携のノウハウを活かし、
地公体の耐震化を支援 【効果】

・県ホームページの閲覧数が約10倍

・補助制度の窓口である市町村への相談が約５倍

・平成30年度耐震補助実績31件（対前年度258％）

（研修参加者の声）

・有事に備えた取組は大切
・肥後銀行の方の実体験に基づく話を聞けて非常に参考になった。

住宅資金融通等事業
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課題２・４への対応
「地域連携の取組について」

「業態を超えたアライアンス」



• 社会問題化しつつある高経年マンション問題を市場関係者間で共有できたことに大きな意味があった。
• 勉強会でとりまとめた７つの取組については、市場関係者が引き続き協力して、実施に向けて更なる検討を進めていくこ
とが何よりも大事である。

● マンションの価値向上に資する金融支援のあり方勉強会（全５回開催）検討結果

「マンションの価値向上に資する金融支援のあり方勉強会」の実施

３-４高経年マンションの課題解決に向けた取組

（参考：勉強会参加者の声）

課題等を踏まえ、「３つの課題」に対する「７つの取組」を報告書に取りまとめ公表した。

● 今年度以降の取組

• マンションの価値向上に資する金融支援のあり方勉強会は、社会的な関心が高く、多くのメディアで取り上げられた。
（ニッキン、住宅新報、住宅産業新聞、マンションタイムズ、マンション管理新聞、Housing Tribune  等）

課題１ 管理組合のガバナンス機能低下への対応

取組① 修繕工事の必要性や金融の有用性を訴求する広報活動等

取組② 修繕工事等のモチベーション向上につながるメリットの検討

取組③ マンション版ライフサイクルシミュレーションツールの作成

課題２ 管理組合向け融資への民間金融機関の参入支援
取組④ 管理組合向け融資に関する信用補完策の整備

取組⑤ 市場関係者のノウハウ等を活かしたサポート体制の検討

課題３ 共用部分リフォームローンの商品性改善への対応
取組⑥ 融資手続の利便性向上

取組⑦ 融資要件の見直し

（参考：記事化されたメディア）

住宅資金融通等事業

課題４への対応

「業態を超えたアライアンス」
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 社会問題化しつつある高経年マンション問題への対応として、機構が事務局として主導し、適切な修繕工事等の実施による

マンションの価値向上を目的として、マンション管理等の関係団体、民間金融機関、マンション問題に関する有識者、国土交

通省及び東京都を参加メンバーとする勉強会を設立した。

 共用部分リフォームローン市場における金融インフラの整備に関し、取組の方向性を整理した。

• 「マンションの価値向上に資する金融支援の実施協議会」を設立し、具体の取組を検討・実施していく。



その他

■ 理事長のリーダーシップの下、適切なガバナンスの実施等内部統制に関する取組等を着実に実施

■ 働き方改革や職員のモチベーション向上を目指し制度の見直しやカイゼン大会を実施

・年度を通じた「理事長メッセージ」の発信（平成30年度：８回実施）

・年度計画等の進捗状況を四半期毎に点検するなどＰＤＣＡサイクルを
意識した取組を実施

・機構職員による不適切な事務処理事案が発生したことを踏まえ、全役
員、全所属長等を集めた臨時経営幹部会議を開催し、再発防止策を議論

内部統制に関する取組

働き方改革及び職員のモチベーション向上に関する取組

● 理事長のリーダーシップに基づくガバナンスの実施等 （参考：理事長メッセージ）

● 外部有識者と役員との意見交換会の実施

● 働きやすい職場を目指して

● シニア層の活躍に向けた取組

・業務の多様化、限られた人員の中で、豊富な経験を有する再雇用職員が仕事と私生活を両立しながら活躍できるよう、定年退職前と同じ

７時間20分勤務、５時間20分勤務又は週４日勤務（６時間45分勤務）の勤務体制から選択できるよう制度を見直し（従前は、原則５時間20分勤務）

・育児・介護等の事情を抱える職員が仕事と私生活を両立しながら活躍できるよう、介護短時間勤務制度の創設や休暇制度を見直し

・スルガ銀行不正事案の第三者委員会の委員を務めた弁護士を招き、

スルガ銀行における不正事案をテーマに役員との意見交換を実施し、

事案の振り返り、経営層として留意すべき点等を確認

＜トピックス＞

・コンプライアンスに関する事項

・平成30年度の重点的な取組

・平成29年度主務大臣評価

・機構職員による不適切な事務処理事

案に対する緊急メッセージ

・平成30年度の振り返り

課題５への対応
「職員のモチベーション向上」
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●モチベーション向上の取組

・職種に関わらず能力・役割・貢献の度合いの高い職員に報いる給与体系等を目指し人事給与制度の見直しを検討中

・平成24年より毎年カイゼン大会を実施し、「カイゼン活動は自ら工夫し効率化することにより、付加価値の高い仕事に繋がるものであること」

を意識して、「全員参加」で継続的に取り組んでいる。



【参考】今後の事業運営に関する課題について
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課題１ 証券化市場の育成

「事業運営審議委員会報告書」（平成30年３月６日作成）において、住宅金融市場における先導的な取組の担い

手としての役割を果たすため、今後の事業運営上以下の５つの課題について提言いただいた。

今後の事業運営に関する課題 ①

課題２ 地域連携の取組について

・ 民間のＭＢＳ発行を活性化する観点から、機構は、ＭＢＳ発行にあたり引き続きベンチマークとしての役割を果たすと
共に、民間金融機関及び市場関係者との対話を重ねることにより、保証型等に係るニーズを把握するように努め、こ
れらに対応した制度、運用の見直しを検討していただきたい。

・ 地方公共団体の中には、子育て支援、ＵＩＪターン及びコンパクトシティ形成以外にも機構と連携したいと考えてい
る地方公共団体があると思われる。例えば、各地方公共団体で県産材利用の住宅について補助制度を設けてい
ると聞く。こういった地方公共団体の取組について、その地域の民間金融機関とも協力し推進する等、一体となった
取組を検討していただきたい。 なお、機構は、過度に【フラット３５】の戸数を伸ばすための取組だけではなく、地方
公共団体の声に耳を傾け、地域が抱える様々な政策課題の解決に向けた支援を行っていただきたい。
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課題３ 既存住宅市場の活性化等

課題４ 業態を超えたアライアンス

課題５ 職員のモチベーション向上

今後の事業運営に関する課題 ②

・ 機構は先導的な取組の担い手として、住生活基本計画の目標４「住宅すごろくを超えた新たな住宅循環システムの構
築」における既存住宅流通の市場規模に係る成果指標（４兆円（平成25）→８兆円（平成37））を達成するために、「フ
ラット３５リフォーム一体型」、「フラット３５リノベ」及び「リバースモーゲージ型住宅ローン」を推進し、インキュベーター
として市場を育て、民間金融機関も取り組むことができる市場となるよう検討していただきたい。住宅の価値は住宅
環境の価値との相互作用で決まる。したがって、機構は、住宅地の価値を上げるような自治体の施策に協力し、リ
フォームによる住宅の評価が適正に行われるための環境作りの一翼を担っていただきたい。

・ 老朽化した建物の増加、高齢社会の本格化、地域コミュニティの活性化など、今後より切迫かつ増大する社会的な
状況への対応が求められている。機構は、一体的に良い方向に進めるべく、業態を超えたアライアンス等を検討して
いただきたい。
例 ・まちづくり分野の団体との連携

・災害への対応として、地方公共団体や地域の金融機関等との連携
・住宅セーフティネット法に関係の深い団体との連携

・ 現在も継続して行っている海外の機関とのアライアンスは、さらに今後ニーズが高まってい くと思われる。機構の国
際的なプレゼンス向上に貢献する取組であるため、継続して実施していただきたい。

・ 第１部提言７の機構の取組に対しての委員会評価のとおり、これまでもモチベーション向上策について良い取り組み
が実施されているが、政府が取り組みを進めている働き方改革や一億総活躍社会の実現の趣旨も踏まえ、よりいっ
そう働きやすい職場環境や職員への処遇の改善に取り組んでほしい。




